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る
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則
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対
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課
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一

浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
百
二
十
三
号

浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条

浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
香
川
県
規
則
第
四
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
中
「
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
た
だ
し
書
」
に
改
め
、

同
条
第
六
号
中
「
三
豊
郡
の
各
町
」
を
「
三
豊
市
」
に
改
め
る
。

第
二
条

浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
三
号
中
「
木
田
郡
及
び
香
川
郡
の
各
町
」
を
「
木
田
郡
三
木
町
、
香
川
郡
直
島
町
」
に
、

「
、
綾
南
町
及
び
国
分
寺
町
」
を
「
及
び
綾
南
町
」
に
改
め
る
。

第
三
条

浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
三
号
中
「
並
び
に
綾
歌
郡
綾
上
町
及
び
綾
南
町
」
を
「
及
び
綾
歌
郡
綾
川
町
」
に
改
め

る
。

第
四
条

浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
号
中
「
及
び
東
か
が
わ
市
」
を
「
、
東
か
が
わ
市
、
小
豆
郡
の
各
町
、
木
田
郡
三
木

町
及
び
香
川
郡
直
島
町
」
に
改
め
、
同
条
中
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
五
号
中
「
丸

亀
市
、
善
通
寺
市
」
を
「
丸
亀
市
、
坂
出
市
、
善
通
寺
市
並
び
に
綾
歌
郡
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第

二
号
と
し
、
同
条
第
六
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

第
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
人
以
上
の
浄
化
槽
管
理
士
を
置
く
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
浄

化
槽
管
理
士
に
あ
つ
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
区
域
（
以
下
「
主
担
当
の
区
域
」
と

い
う
。
）
の
ほ
か
、
主
担
当
の
区
域
を
除
く
区
域
（
当
該
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
他
の
浄
化
槽
管

理
士
が
そ
の
主
担
当
の
区
域
内
で
専
任
を
す
る
営
業
区
域
に
限
る
。
以
下
「
副
担
当
の
区
域
」
と
い

う
。
）
を
条
例
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
区
域
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
五
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
第
九
項
」
を
「
第
十
一
条
第
十
二

項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
所
在
地
」
を
「
設
置
場
所
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
十
一
条

第
七
項
」
を
「
第
十
一
条
第
十
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
第
八
項
」
を
「
第
十
一
条
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五

条
と
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
第
五
項
」
を
「
第
十
一
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条

と
す
る
。

第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
浄
化
槽
の
保
守
点
検
の
委
託
の
承
諾
に
係
る
書
面
）

第
十
三
条

条
例
第
十
一
条
第
五
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
浄
化
槽
管
理
者
の
承
諾
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
当
該
浄
化
槽
管
理
者
が
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
た
書
面
に
よ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

承
諾
を
得
よ
う
と
す
る
委
託
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
委
託
」
と
い
う
。
）
に
係
る
浄

化
槽
の
設
置
場
所

二

委
託
を
す
る
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
及
び
委
託
を
受
け
る
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
氏
名
又
は

名
称
及
び
住
所

三

委
託
の
期
間

四

委
託
を
す
る
こ
と
を
承
諾
を
す
る
旨
及
び
承
諾
の
年
月
日

号 外

平 成１７年

１２月２７日（火曜日）
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則
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○

毎
週
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・
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日
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休
日
に
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た
る
と
き
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繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

（
号
外
）

一



五

浄
化
槽
管
理
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

２

条
例
第
十
一
条
第
五
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
浄
化
槽
管
理
者
の
書
面
に
よ
る
承
諾
を
得
た
浄
化

槽
保
守
点
検
業
者
は
、
前
項
の
書
面
を
同
項
第
三
号
の
期
間
の
満
了
後
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

、
附
則
第
３
項

第
一
号
様
式
中
「

」
を
「関

係

」
に
、
「香

川
県
知
事

殿

」
を
「香

川
県

事
務
所
長

殿
」
に
改
め
、
「第

７
条
第
２
項

」
の
次
に
「に

お
い
て
準
用
す
る
第
４
条
第

「

「

１
項

」
を
加
え
、

を

に
改
め
る
。

」

」

第
四
号
様
式
及
び
第
五
号
様
式
中
「香

川
県
知
事

殿

」
を
「香

川
県

事
務
所
長

殿

」
に
改
め
る
。「

「

第
六
号
様
式
中

を

」

」

に
、
「香

川
県
知
事

」
を
「香

川
県

事
務
所
長

」
に
改
め
る
。

第
七
号
様
式
及
び
第
八
号
様
式
中
「香

川
県
知
事

殿

」
を
「香

川
県

事
務
所
長

殿

」
に
改
め
る
。

第
九
号
様
式
中
「第

１３
条
関
係

」
を
「第

１４
条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
（
表
面
）
中
「香

川
県
知

事

」
を
「香

川
県

事
務
所
長

」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
中
「５

浄
化
槽
保
守
点
検
業

者

」
を
「６

浄
化
槽
保
守
点
検
業
者

」
に
、
「第

１１
条
第
８
項

」
を
「第

１１
条
第
１１
項

」
に
改
め
る
。

第
十
号
様
式
中
「第

１３
条
関
係

」
を
「第

１４
条
関
係

」
に
、
「香

川
県
知
事

殿

」
を
「香

川
県

事
務
所
長

殿

」
に
、
「第

１１
条
第
６
項

」
を
「第

１１
条
第
７
項

」
に
改
め
る
。

第
十
一
号
様
式
中
「第

１６
条
関
係

」
を
「第

１７
条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
中
浄
化
槽
保

守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
第
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な

い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
は
同
年
一
月
一

日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
同
月
十
日
か
ら
、
第
三
条
の
規
定
は
同
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
木
田
郡
三
木
町
及
び
綾
歌
郡
綾
川
町
又
は
香
川
郡
直
島
町
及
び
綾

歌
郡
綾
川
町
を
営
業
区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
し
て
い
る
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
に
係
る
浄
化
槽
保
守

点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
年
香
川
県
条
例
第
十
四
号
。
以
下
「
条
例
」と
い
う
。
）

第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
区
域
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
後
規
則
」と
い
う
。
）

第
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
が
現
に
受
け
て
い
る
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
登
録
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
の
間
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
浄
化
槽
保
守
点
検

業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
前
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
に
掲
げ
る
区

域
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
規
則
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
高
松
市
に
編
入
さ
れ
る

営
業
区
域
を
改
正
前
規
則
第
十
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
区
域
に
含
ま
れ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
浄

専
任
す
る
営
業
区
域
に

係
る
市
町
名

専
任
を
す
る
営
業
区
域

に
係
る
市
町
名副
担
当
の

区
域

主
担
当
の

区
域

専
任
す
る
営
業
区
域
に
係
る
市

町
名

専
任
を
す
る
営
業
区
域
に
係
る

市
町
名

副
担
当
の
区
域

主
担
当
の
区
域

香

川

県
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平
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二
月
二
十
七
日

（
号
外
）

二



化
槽
保
守
点
検
業
者
に
係
る
条
例
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
区

域
は
、
改
正
後
規
則
第
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
が
現
に
受
け
て
い
る
条
例
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
登
録
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
の
間
は
、
改
正
前
規
則
第
十
一
条
に
掲
げ

る
区
域
と
す
る
。

４

第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
規
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
、
又
は
交
付
さ
れ
て
い
る
書

類
は
、
改
正
後
規
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
提
出
し
、
又
は
交
付
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

（
号
外
）
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